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■消費者教育推進法 

（消費者庁） 

消費者教育の推進に関する法律（2012年） 

「消費者被害を防止するとともに、」 

「自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要」（１条） 

 

消費者教育とは 

「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育 

（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるため

の教育を含む。）」（２条） 

 

学校（11条）、大学等（12条）、地域（13条）、事業者・事業者団体（14条） 

（地域）民生委員、社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営む

ために必要な支援を行う者  
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○「消費者教育の推進に関する法律」制定の背景 

・1963年 第１次国民生向上対策審議会答申 

・2003年 第 18次国民生活審議会消費者政策部会「21 世紀型消費者政策の在り方について」 

 （１）消費者の位置付けの転換－保護から自立へ 

 （２）市場メカニズムの活用－事前規制から事後チェックへの重点シフト 

・2004年 消費者保護基本法→消費者基本法 

・2010年 （旧）「消費者教育推進会議」（2010年） 

・2012年 「消費者教育の推進のための課題と方向」 

 

○「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（2013年閣議決定・2018年・2023年変更） 

 

○「消費者教育推進会議」の設置（2013年） 
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（文部科学省） 

○消費者教育推進委員会の設置（2011年） 

 

○「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」（2011年・2018年改訂） 

 生涯学習としての取組 

 社会教育における消費者教育について 

 

〇消費者教育推進委員会「消費者教育の今後の在り方（提言）」（2022年） 

 ①学校 ②地域及び職域 ③家庭 
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■体系的な消費者教育 

○消費者教育推進法 

「消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無そ

の他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。」（３条３項） 

 

○消費者教育推進会議 全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会「取りまとめ」 

 「体系的」な消費者教育とは、消費者が、各ライフステージに応じた消費生活の場面ごとに必要な諸能力

について、そのステージごとに切れ目なく、身に付けるための教育である。 

 「消費者教育の体系イメージマップ」（以下「イメージマップ」という。）では、どの年齢層においてどのような

内容を身に付けていくことが求められるかを整理している。その内容について、各年齢層において教育を受

ける機会を確保するためには、特に学校に身を置いていない年齢層に対し、多様な関係者や場がつながる

ことにより必要な消費者教育の機会を創り出していくことが必要である。 

 

○消費者教育推進のための体系的プログラム研究会「イメージマップ」（2013年） 
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■法教育 

○法教育（法務省） 

「法教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、

法的なものの考え方を身に付けるための教育です。」 

・社会人（外国人を含む）を対象とした法教育の必要性 

 

○日本弁護士連合会－法教育（市民のための法教育委員会） 

「私たちが考える法教育とは、子どもたちに、個人を尊重する自由で公正な民主主義社会の担い手として、

法や司法制度の基礎にある考え方を理解してもらい、法的なものの見方や考え方を身につけてもらうため

の教育です。」 

 

○日本司法書士会連合会－法教育－ 

「法教育としての消費者教育に関する研究－社会科（公民科）・家庭科の教材・授業案開発に向けて－」研

究報告書  
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■社会人を対象とした教育の課題 

○第 23回消費者委員会（2010年）での西村教授の指摘 

学校教育 

 授業配当時間の不足  教員の多忙による研修機会の不足  適切な教材や指導法の不足  教科間の

連携の困難さ 

地域教育 

 学習対象の広がりの難しさ  成人層を対象とする啓発の難しさ  情報の届きにくい人へ情報提供手法

開発の難しさ 

共通の問題 

 経済環境の変化の速さ（ネットマネーetc.）  法令の頻繁な改正 

 

「障害のある方、高齢者、若者、どういうところに的確に情報提供していくかということの難しさがある」（議事

録 9頁） 
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○「消費者教育の推進に関する基本的な方針」2013（平成 25 ）年 6月 28 日閣議決定（平成 30 年 3月 

20 日・令和 5年 3月 28日変更） 

「学習指導要領が消費者教育に関する学びを充実させる形で改訂され、令和２年度以降、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校において順次実施となった 。一方、大学生、社会人、高齢者等に対する消費

者教育については体系的な取組がされにくい。」(10頁） 

「特に、大学、職域（事業者の新人研修等）において、継続的に教育の機会が提供され、消費者としての適

切な行動の定着を図るための取組が一層重要である。」（11頁） 

「身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい等の障がいを持つ消費者に対し、国や地方公共団体

は、障がいの特性に応じた適切な方法による情報の提供その他の必要な施策を講ずることも求められてい

る。高齢者や障がい者など生活に支援が必要な者に対しては、その支援者（家族、福祉・介護従事者、就労

支援従事者、民生委員等）に対する働き掛けが特に重要である。 

 さらに、子育てや介護により学習の機会を得ることが難しい消費者がいることや、家庭環境や親子関係の

変化、多様性も考慮する必要がある。  

 加えて、訪日外国人旅行客を含めた在留外国人も消費者であることから、自立を支援するための消費者

教育の機会を提供する工夫が求められる。」（12頁） 
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（消費者教育における試み） 

○事業者・事業者団体（消費者教育推進法 14条） 

 消費者への消費生活の知識の提供、従業員の研修、消費者教育推進活動への援助など 

 

○「消費者委員会 消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書」（2021年） 

～事業者と行政の共創による消費者への情報提供の実現に向けて～ 

「今後、更なる消費者関連情報の提供の在り方を検討するに当たっては、事業者に限らず自主的な地域・社

会貢献活動を行う取組を広い視野で発掘し、例えば、大学等教育機関、地域団体、社会福祉法人、ＮＰＯ団

体等との連携によりこのような取組を行う学生サークルやグループ等を発掘し、消費者関連情報を活用して

もらうための方策の検討・構築することにより、様々なルートで消費者に消費者関連情報が届くような社会を

目指していくことを期待したい。」 
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■まとめに代えて 
 

体系的な法教育？ 

  

・紛争当事者としての法的知識 

・法の背景にある価値・関連する諸制度の理解（社会参画） 

 

学校教育の枠外にある社会人・外国人への「法教育」（事前の情報提供）の問題 
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■年表 
    法教育 消費者教育 

S38 1963年 6月 15日   第１次国民生活向上対策審議会「答申」 

H13 2001年 6月 12日 「司法制度改革審議会意見書」 
 

H15 2003年 3月 20日 中央教育審議会「教育基本法・教育振興基本計画（答申）」   

  2003年 5月 28日   第 18次国民生活審議会消費者政策部会 

「21世紀型消費者政策の在り方について」 

  2003年 7月 29日 法教育研究会   

H16 2004年 6月 2日   消費者基本法 

  2004年 11月 4日 法教育研究会「報告書」   

H17 2005年 4月 5日   消費者基本計画（第１期） 

  2005年 5月 25日 法教育推進協議会   

 2005年 8月 3日 裁判員制度の円滑な実施のための行動計画  

H20 2008年 1月 17日 中央教育審議会「学習指導要領改善（答申）」（現代社会） 

→学習指導要領（平成 21年 3月告示・平成 25年 4月施行） 

  

H21 2009年 5月 21日 裁判員制度開始  

 2009年 9月 １日  消費者庁・消費者委員会設置 

H22 2010年 4月 23日   消費者委員会 

西村隆男（横浜国立大学教授「消費者教育の現状と課題」 

H23 2011年 3月 30日  大学等及び社会教育における消費者教育の指針 

 2011年 6月 23日  消費者教育推進委員会（文部科学省） 

H24 2012年 4月 6日   （旧）消費者教育推進会議 

「消費者教育推進のための課題と方向」 
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  2012年 8月 22日   消費者教育の推進に関する法律 

H25 2013年 3月 6日   消費者教育推進会議（消費者庁） 

  2013年 6月 28日   消費者教育の推進に関する基本的な方針 

  2013年 12月 22日   消費者教育推進のための体系的プログラム研究会「イメージマップ」 

H27 2015年 6月 19日 公職選挙法改正（選挙権年齢の引き下げ）  

H28 2016年 12月 21日 中央教育審議会「学習指導要領改善（答申）」（公共） 

→学習指導要領（平成 30年 3月告示・平成 34年 4月施行） 

 

H30 2018年 6月 20日 民法改正（成人年齢の引き下げ）  

 2018年 7月 10日  大学等及び社会教育における消費者教育の指針（改訂版） 

R 2 2020年 3月 31日 
 

消費者基本計画（第４期） 

  2020年 9月 18日 
 

消費者教育推進会議 

全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会 

「取りまとめ」 

R 3 2021年 8月 19日   消費者委員会 

消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ 

「報告書」 

R4 2022年 3月 31日  消費者教育推進委員会「消費者教育の今後の在り方（提言）」 

R5 2023年 3月 28日  「消費者教育の推進に関する基本的な方針」変更 
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